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平成 28 年度税制改正の大綱 

 

平成 27 年 12 月 24 日  
閣 議 決 定  

 

現下の経済情勢等を踏まえ、経済の好循環を確実なものとする観点から成長志向の

法人税改革等を行うとともに、消費税率引上げに伴う低所得者への配慮として消費税

の軽減税率制度を導入する。あわせて、少子化対策・教育再生や地方創生の推進等に

取り組むとともに、グローバルなビジネスモデルに適合した国際課税ルールの再構築

を行うための税制上の措置を講ずる。このほか、震災からの復興を支援するための税

制上の措置等を講ずる。具体的には、次のとおり税制改正を行うものとする。 

 

一 個人所得課税 

１ 住宅・土地税制 

（国 税） 

〔新設〕 

（1）空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設 

相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋（昭和

56 年５月 31 日以前に建築された家屋（区分所有建築物を除く。）であって、

当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなか

ったものに限る。以下「被相続人居住用家屋」という。）及び当該相続の開始

の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を当

該相続により取得をした個人が、平成 28 年４月１日から平成 31 年 12 月 31 日

までの間に、次に掲げる譲渡（当該相続の時から当該相続の開始があった日以

後３年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までの間にしたものに限るものと

し、当該譲渡の対価の額が１億円を超えるものを除く。）をした場合には、当

該譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の 3,000 万円特別

控除を適用することができることとする。 

① 当該被相続人居住用家屋（次に掲げる要件を満たすものに限る。）の譲渡

又は当該被相続人居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地
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（4）被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例について、

適用対象となる内国法人の範囲を、その内国法人が金融機関から受けた事業資

金の貸付けに係る債務の弁済につき中小企業者等に対する金融の円滑化を図る

ための臨時措置に関する法律の施行の日（平成 21 年 12 月４日）から平成 28

年３月 31 日までの間に条件の変更が行われたものとした上、適用期限を３年

延長する。 

（地方税） 

（1）特定住宅被災市町村の区域内の土地等を地方公共団体等に譲渡した場合の

2,000 万円特別控除について、適用対象となる事業は東日本大震災からの復興

のための事業であることを明確化した上、適用期限を５年延長する。 

（2）特定被災区域内において防災集団移転促進事業と一体で行われる一団地の津

波防災拠点市街地形成施設の整備に準ずる事業の用に買い取られる土地等であ

ることにつき国土交通大臣等の証明を受けたものを地方公共団体に譲渡した場

合の 5,000 万円特別控除等の簡易証明制度の適用期限を３年延長する。 

（3）被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例について、

適用対象となる内国法人の範囲を、その内国法人が金融機関から受けた事業資

金の貸付けに係る債務の弁済につき中小企業者等に対する金融の円滑化を図る

ための臨時措置に関する法律の施行の日（平成 21 年 12 月４日）から平成 28

年３月 31 日までの間に条件の変更が行われたものとした上、適用期限を３年

延長する。 

４ 租税特別措置等 

（国 税） 

〔新設〕 

（1）セルフメディケーション（自主服薬）推進のためのスイッチＯＴＣ薬控除

（医療費控除の特例）の創設 

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維

持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成 29 年１

月１日から平成 33 年 12 月 31 日までの間に、自己又は自己と生計を一にする

配偶者その他の親族に係る一定のスイッチＯＴＣ医薬品の購入の対価を支払っ

た場合において、その年中に支払ったその対価の額（保険金、損害賠償金その
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他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。）の合計額が１万

２千円を超えるときは、その超える部分の金額（その金額が８万８千円を超え

る場合には、８万８千円）について、その年分の総所得金額等から控除する。 

（注１）上記の「一定の取組」とは、次の検診等又は予防接種（医師の関与があ

るものに限る。）をいう。 

① 特定健康診査 

② 予防接種 

③ 定期健康診断 

④ 健康診査 

⑤ がん検診 

（注２）上記の「一定のスイッチＯＴＣ医薬品」とは、要指導医薬品及び一般用

医薬品のうち、医療用から転用された医薬品（類似の医療用医薬品が医療

保険給付の対象外のものを除く。）をいう。 

（注３）本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けること

ができない。 

〔延長・拡充等〕 

（1）公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度について、次の措置

を講ずる。 

① 適用対象となる公益法人等の年平均の判定基準寄附者数により判定する要

件（いわゆる「パブリック・サポート・テストの絶対値要件」）について、

公益法人等の各事業年度の公益目的事業費用等の額の合計額が１億円に満た

ない場合には、年平均の判定基準寄附者数が 100 人以上であることとする要

件（現行要件）を、その公益目的事業費用等の額の合計額を１億で除した数

に 100 を乗じた数（最低 10 人）以上であることとするとともに、その判定

基準寄附者に係る寄附金の額の年平均の金額が 30 万円以上であることとす

る要件を加える。 

（注１）上記の「公益法人等」とは、公益社団法人及び公益財団法人、学校法

人及び準学校法人、社会福祉法人並びに更生保護法人をいう。 

（注２）上記の「公益目的事業費用等」とは、公益社団法人及び公益財団法人

にあっては公益目的事業費用、学校法人及び準学校法人にあっては私立




